
資料２－１

番号対象事業等の名称 所管課等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第１号）

審議会等手続
（第５号）

広報紙への掲載
（8/15）

ホームページへの掲
載

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 広報紙への掲載 ホームページへの掲載

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第１号）

審議会等手続
（第５号）

その他 （　　　　　　　）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第１号）

審議会等手続（第5
号）

その他（アンケート
の送付）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け
て、第４次印西市男女共同参画プランを策定し、様々な施策を推進する。

工夫したこと

令和４年度市民参加手続（１市民意向調査手続、２市民説明会、３市民意見公募、４市民会議）の実施状況

効果は感じられた

調査票の表紙にQRコードを掲載し、インターネットから回答できるように工夫した

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

意識調査では、回収率が37.0％という結果となった。「男女共同参画」に対する関心や知名度の低さが回収率
に表れていると考えている。ほか、ホームページやTwitterなどの意識調査の実施予告を行わなかったため、
次回行う際は工夫の余地がある。

2
第４次印西市男女
共同参画プラン

市民活動
推進課

周知・募集の方法

市民意識調査：18歳以上の男女3000人→回収1111件（37.0％）
事業所調査：印西市商工会会員企業770事業所・非会員企業24事業所→
回収265件（33.4％）
小中学校調査：市内小中学校27校→回収27件（100.0％）

審議会（印西市男女共同参画推進懇話会）
１回
出席者延べ10名　傍聴者延べ０名

計画の方向性等の検討に向けた基礎資料

市民意向調査手続・・・市内にお住まいの１８歳以上（８月１日
現在）の方３０００人を対象

審議会（印西市総合計画審議会）３回（通
常）
出席者延べ４３名　傍聴者延べ４名

郵送回答の他、インターネット回答により、多くの市民から意見をいただけるように工夫した。

市民参加手続の種別等

十分に達成できた

審議会については有識者・学識経験者を委員としているため専門的、多角的な意見を聴取することができた。
調査についても、市の現状における課題や市民のまちづくりに対する意向等を把握することができた。

1 行政評価 企画政策課

総合計画を着実に推進し、市民のまちづくりに対する満足度向上を図るため、実施計画事業の取り組み状況に
ついて評価検証を行うとともに、総合計画第１次基本計画の施策に対する市民満足度・重要度調査を行う。

印西市総合計画基本構想・第１次基本計画

周知・募集の方法

意見等については現基本計画における各種の施策の満足度及び重要度を把握する。
（有効回収数　１，５６９件）

工夫したこと
十分に効果があった

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

周知・募集の方法

印西市障がい者福祉に関するアンケート調査　令和５年１月２０
日～令和５年２月２１日　対象者５，６００人

審議会（障がい者プラン策定員会）１回
出席者延べ１１名　傍聴者延べ０名

令和５年度においてアンケート調査結果のとりまとめを実施（令和５年度中審議会にて公開された回答数は、
障がい者アンケート　１５４６／３１６９、障がい児アンケート１５４／２９３、一般アンケート９３８／２
１３８）

工夫したこと

効果は感じられた

（周知・募集の方法に掲載したもの以外など）
アンケート調査票に「障がい福祉のしおり」にリンクするＱＲコードを掲載し、市の障がい福祉行政の周知を図った。

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

（意見を反映できた状況など）
アンケート調査結果の取りまとめが令和５年度となるため。

3

印西市障がい者プ
ラン（第5次障害者
基本計画、第7期障
害福祉計画、第3期
障害児福祉計画）
の策定

障がい福祉課

障害者基本法を根拠法とする「印西市障害者基本計画」、障害者総合支援法及び児童福祉法を根拠法とする
「印西市障害福祉計画」等を一体とし策定する。

印西市障害者基本計画、印西市障害福祉計画及び印西市障害児福祉計画策定委員会設置要綱
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番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第１号）

審議会等手続（第5
号）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意向調査手続
（第1号）

審議会等手続（第5
号）

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第３号）

広報紙への掲載
（10/1）

ホームページへの掲
載

資料の貸出 行政資料室

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び②在宅介護実態調査
①については６，０００件対象のうち３，７５７件回答、②につ
いては１，６００件対象のうち８３１件回答

審議会（介護保険等運営協議会）１回
出席者延べ１０名　傍聴者延べ０名

計画策定委員会に諮り、第９期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定の参考とする。

工夫したこと

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

（意見を反映できた状況など）
見込み回収数を①については３，６００件、②については６４０件としていたが、それを上回る回答を得た。

4

第９期印西市高齢
者福祉計画及び介
護保険事業計画の
策定

高齢者福祉課

印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画は、高齢者が要支援や要介護状態となっても可能な限り、住み慣
れた地域で、安心して暮らすことが出来るよう策定するものであり、「医療・介護・予防・住まい・生活支
援」を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築、充実を図り、介護保険に係る施設等の整備や介護
保険事業を推進していくためのものである。

周知・募集の方法

印西市総合計画基本構想・第１次基本計画

市民意見公募手続・・・２１件の意見をいただき、うち１件については意見を反映し案を修正した。

市民意見公募手続　令和4年10月1日～令和4年10月31日
提出数　21件、提出者16人

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

6
印西市公共施設整
備基本方針の策定

企画政策課

地域における人口の状況や市民ニーズなど市の状況を踏まえ、施設の統廃合・大規模改修及び更新事業を円滑
に進めるため、市全域の公共施設の配置の考え方についての方針を策定する。

周知・募集の方法

工夫したこと

十分に効果があった。

パブリックコメントの実施に際し、貸出用の資料を設置するとともに、意見提出の期間を1か月間とし、多く
の市民から意見をいただけるように工夫した。

意見の提出がないパブリックコメントも相当数ある中で、20件を超える意見を提出いただき、意見の反映や今
後の参考等にすることができた。

5
第二次印西市学校
適正規模・適正配
置基本方針の策定

学務課

印西市学校適正規模・適正配置基本方針（平成28年10月）策定時から現在に至るまで、学校を取り巻く環境が
大きく変化している中で、より良い教育環境の整備と教育の質の向上を図るためには、基本方針の抜本的な見
直し等を行い、対応しく必要があることから、新たに第二次印西市学校適正規模・適正配置基本方針を策定す
るもの。

周知・募集の方法

第二次印西市学校適正規模・適正配置基本方針を策定するための参考資料とする。

工夫したこと

その他（対象者への通知）

市民意向調査手続　印西市在住の満18歳以上の男女2,000人（有
効回答数：999件）

審議会（印西市学校適正配置審議会）８回
出席者延べ４３名　傍聴者延べ２６名

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

十分に達成できた

審議会について、知識経験者を委員としているため、専門的、多角的な意見を聴取することができた。
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番号対象事業等の名称 所管課等 市民参加手続の種別等

事業内容等

上位計画・条例

市民参加手続種別
市民意見公募手続
（第3号）

広報紙への掲載
（1/15）

ホームページへの掲
載

参加・調査人数又は
提出件数

意見等の取扱い

結果の公表 ホームページへの掲載 行政資料室

災害廃棄物対策指針（環境省）、印西市地域防災計画

審議会（印西市廃棄物減量等推進審議会）
２回
出席者延べ１６名　傍聴者述べ０名

市民意見公募手続　令和５年１月１６日～令和５年１月３０日
提出数０件

7
印西市災害廃棄物
処理計画の改定

クリーン推進課

平時において廃棄物処理法及び災害対策基本法に基づき策定する計画である災害廃棄物処理計画を、国の災害
廃棄物対策指針や市地域防災計画との整合を図るため見直すもの。

周知・募集の方法

工夫したこと

効果は感じられた

市民参加の達成状況
(達成度・理由)

課題はあるが、達成できた

※条例第6条第1号 市民意向調査手続、第2号 市民説明会手続、第3号 市民意見公募手続、第4号 市民会議手続、第5号 審議会等手続

※通常の審議会等手続は含んでいません。
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